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告 示■

◎群馬県告示第２４号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、伊勢崎都市計画事業を令和３年１月１

９日次のとおり認可した。

令和３年２月２日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 施行者の名称 伊勢崎市

２ 都市計画事業の種類及び名称 伊勢崎都市計画公園事業 ３・３・３号 南小学校区近隣公園

３ 事業施行期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

４ 事業地

(1) 収用の部分 群馬県伊勢崎市東小保方町及び三室町地内

(2) 使用の部分 群馬県伊勢崎市東小保方町及び三室町地内

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により大正用水土地改良区の定款の変更を令和

３年１月２１日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和３年２月２日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する第３０条第２項の規定により渡良瀬川下流

土地改良区連合の定款の変更を令和２年１０月３０日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和３年２月２日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により県営大久保土地改良事業計画を変更した

いので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

令和３年２月２日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類 変更後の土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧期間 令和３年２月３日から同年３月４日まで

３ 縦覧に供する場所 太田市役所
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入札公告■

次のとおり一般競争入札に付する。

なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。

令和３年２月２日

群馬県立がんセンター院長 鹿 沼 達 哉

１ 調達内容

(1) 調達件名 群馬県立がんセンター建物清掃及びごみ収集業務委託

(2) 調達件名の仕様等 入札説明書による。

(3) 履行期間 令和３年４月１日（木）から令和６年３月３１日（日）まで

(4) 履行場所 群馬県立がんセンター

(5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和２・３年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和３年２月１９日（金）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同年３月１２

日（金）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県立がんセンター事務局総務課へその旨連絡するこ

と。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。

(4) この公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けていな

い者であること。

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。

(8) 過去３年以内に、３００床以上の病床を有する病院の清掃業務を、２年以上確実に履行した実績を有する者

であること。
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(9) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。

(10) その他、入札説明書及び仕様書に記載されている要件を満たす者であること。

３ 入札書の提出場所等

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７３－８５５０ 群馬

県太田市高林西町６１７番地１号 群馬県立がんセンター事務局総務課 電話０２７６－３８－０７７１

(2) 入札説明書の交付方法 令和３年２月２２日（月）から同年３月１日（月）までの日（群馬県の休日を定め

る条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く。）

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を次により提出しなければならない。

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格確認結果は、令和３年３月１８日（木）までに入札参加資格確認通知書で通知する。

ア 申請書等の提出期限 令和３年３月１２日（金）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１

項に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

イ 申請書等の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「建物清掃及びごみ収集業務委託の資格確認申請書類在中」と朱書きすること。

ウ 提出部数 １部

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和３年３月２２日（月）午前１０時 群馬県立がんセンター３階大会議室

(郵送による場合は書留郵便とし、同月１９日（金）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県立がんセンター院

長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「建物清掃及びごみ収集業務委託入札書在中」と朱書き

すること。）

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。

(6) 調達内容の変更等 令和３年度群馬県病院事業会計予算が議決されなかった場合その他県の都合により、本

件調達手続の変更、停止等の措置を行うことがある。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Tatuya Kanuma, Director of the

Gunma Prefectural Cancer Center

(2) Nature and quantity of the services to be required: Building cleaning and collecting of garbage
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in the Gunma Prefectural Cancer Center

(3) Bidding deadline: Monday, March 22, 2021 at 10:00 a.m.(bidding by registered mail must be

received by Friday, March 19, 2021 at 5:00 p.m.)

(4) For further details, please contact: General Affairs Section, Management Office of the Gunma

Prefectural Cancer Center, 617-1 Takahayashinishi-chou, Ota-shi, Gunma-ken, 373-8550,Japan, TEL 02

76-38-0771(Japanese language only)

落 札■

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和３年２月２日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 ＰＰＥセット（Ｎ９５マスク及びフェイスシールド、サージカルガウ

ン、グローブ、シューズカバー、キャップのセット組） １２，０００組

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県健康福祉部保健予防課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年１１月２５日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４－６

５ 随意契約に係る契約金額 ３４，８４８，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項５号該当

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


